
             

  

対象となる除却工事のイメージ図 

全部除却後 

通学路 

組積部分が一部残る場合、通学路に対して

高さ４０ｃｍ以下になるよう除却。※除却

後、安全点検チェックリストにより安全性が

確認できたものに限る。また、やむを得ず高さ

４０ｃｍを超えて残す場合は、要協議とする。 

 

除却部分 

高さ４０ｃｍ以下 

敷地内地盤 

一部除却後 

通学路 

組積部分を全て除却。 
除却部分 

基礎 

組積部分 

 

敷地内地盤 

組積部分 

通学路 

基礎 敷地内地盤 

組積部分 

除却前 

通学路 

組積部分の一部が土留めとなってい

る場合、土留めを残した場合の補助

対象の可否については協議により判

断とする。 
除却部分 

土留め 

 

敷地内地盤 

組積部分 

基礎 



             

 

対象となる建替え工事のイメージ図 

全部除却後 

通学路 

組積部分を全て除却。 
除却部分 

基礎 

組積部分 

 

敷地内地盤 
通学路 

基礎 敷地内地盤 

組積部分 

除却前 

通学路 

組積部分の一部が土留めとなってい

る場合、土留めを残した場合の補助

対象の可否については協議により判

断とする。 
除却部分 

土留め 

 

敷地内地盤 

組積部分 

基礎 

通学路 

除却した後に県産材を

使用した塀を建てる。 

建替え部分 

（県産材） 

基礎 

 

敷地内地盤 

建替え後 


